2021年10月書式改訂

（ARIB標準規格による）・（デジタルケーブル放送規格による）
（超高精細度テレビジョン衛星放送（UHDTV)対象規格による）
（CATV(UHDTV)対象規格による）・（IPTV対象規格による）
　必　須　判　定　申　立　書　
＜特定[footnoteRef:1]分割必須判定用＞ [1:  本件申し立ての対象となる特許と先行特許が特許法44条の関係を満たすこと] 


　　　　年　　月　　日

日本知的財産仲裁センター　御中

申立人　
　住所(居所）
　氏名(名称）
　　　　　　(代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

連絡担当者　住　所　　：
　　　　　　部　署　　：
　　　　　　氏　名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
　　　　　　電　話　　：
　　　　　　ファックス：
　　　　　　e-メール　：

申立人代理人　
　住所(居所）
　氏名（弁理士/弁護士）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　電　話　　：
　ファックス：
　e-メール　：

１．本件申立ての対象である特許（以下、「本件特許」という。）及び請求項：
　　
（1）本件特許の概要：
　　発明の名称：
　　特許番号　：　第○○○○○○○号　　登録日：　　　年　　月　　日
　　出願番号　：　　　　　　　　　　　　出願日：　　　年　　月　　日
　　原出願番号：　　　　　　　　　　　　原出願日：　　年　　月　日　(注５）　
　公開番号　：　　　　　　　　　　　　公開日：
　　優先権番号：　　　　　　　　　　　　優先日：
　　優先権国名：

（２）　請求項：　請求項１【及び請求項２】
　　　　　　　　本件特許の請求項１【及び請求項２】は、本件必須判定申立書に添付の
　　　　　　　　特許公報に記載のとおりである。

２．本件申立てに係る対象技術標準規格及びその対象部分（以下「本件規格対象部分」と
　いう。）：

　　本件規格対象部分Ａ：
　　　　ARIB STD-B24 「デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式」
　　　　（○○年○○月○○日改定　○○版）のうち、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　のように具体的に記載する。以下同じ。



　　【本件規格対象部分Ｂ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

　　


　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．申立ての趣旨：

（１）　申立人が提出する資料の範囲において、本件特許の請求項１に係る発明は、本件
　　　規格対象部分Ａ及びＢの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。

（２）　申立人が提出する資料の範囲において、本件特許の請求項２に係る発明は、本件
　　　規格対象部分Ａ及びＢの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。

４．申立ての理由：
　⑴　本件申立ての対象となる特許については既に技術内容が重複する下記特許（以下「先行特許」という）につき必須判定がなされている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　  特許番号：　
請求項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
必須判定申立事件番号：
同判定書の日付：
 ⑵　本件申立ての対象となる特許と先行特許についての相違点については別表の通りであり、本件申立てについては認められるものである。

５．添付資料：

（１）添付資料説明書　　　　　　　　　　　　
　（２）特許公報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（３）特許登録原簿謄本
　（４）包袋一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（５）申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
　（６）代理人を選任したときは、代理権を証する書面(委任状）
　（７）許諾団体が指定する書式による「宣誓及び同意書」　
  （８）先行特許の必須申立に関する資料（申立書、証拠説明書、添付資料）
　（９）先行特許の判定書














添付資料説明書の記載例

添付資料説明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
日本知的財産仲裁センター御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申立人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【申立人代理人(弁護士)(弁理士）****】

	資料番号
	資料名
	作成年月日
	作成者
	立証趣旨等

	資料１
	特許公報
（特許番号　第　　　　　　＊＊＊＊＊＊号。本件特許）　
	年　月　日
	特許庁
	必須判定を求める本件特許が日本国において登録されている事実及び本件特許の内容。

	資料２
	特許登録原簿謄本
	　年　月　日
	特許庁
	必須判定を求める本件特許が、申立人名義において、日本国において登録されている事実。（＊その他、譲渡、専用実施権設定などの登録事実の立証）

	資料３
	包袋一式
	　年　月　日


	特許庁
	資料１の立証趣旨等と同旨

	資料４
	４－１規格書写し
（規格番号、規格名を記載する）
＊規格対象部分が複数ある場合は資料番号を分ける）
	策定［改定］
年月日/版数
	規格書発行元の
名称
	本件規格対象部分Ａ

	資料５
	法人資格証明書（商業登記簿謄本など）
	年　月　日
	
（例：日本の商業登記簿謄本の場合は、「～法務局登記官」）
	申立人が適法に設立された法人であること、及び申立書記載の代表者が申立人の適法な代表権を有する事実。（＊または、「～代表権を有し、委任状の作成権限を有する事実」）

	資料６
	委任状
	年　月　日
	申立人代表者～
	申立人代理人らに、本件申立てに関し、申立人から代理権が付与されている事実

	資料７
	宣誓及び同意書
	年　月　日
	申立人代表者～
	申立人が申立書を提出するに際し、日本知的財産仲裁センター必須判定手続規則別表２において指定された内容について、宣誓のうえ、同意した事実。

	資料８
	先行特許の必須申立に関する資料
	
	
	

	資料９　
	先行特許の判定書
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　以上


1

